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農業委員会
　3 月の農業委員会定例総会は次のとおりです。　　

　傍聴においでください。
　

　◆日　時　3 月 16 日火　午後 1 時 30 分から

　◆場　所　役場 2 階　大会議室

問農業委員会事務局　☎ 585-2890

戸籍窓口延長
　毎週木曜日（祝日などは除く）は税務住民課戸籍

係窓口業務を午後 7 時まで延長しています。

≪交付できる証明書等≫
住民票・戸籍証明書・印鑑登録証明書の交付、　印鑑登

録、戸籍の届出、マイナンバーカードの申請・交付

問税務住民課戸籍係　☎ 585-2115

3 月の各種相談会
『心配ごと相談』

　◆日　時　3 月 11 日木、25 日木　

　　　　　　午前 9 時～正午

　◆場　所　観月台文化センター  第 2 和室

　◆相談員　民生児童委員

『国見町結婚世話やき人  月例相談会』
　◆日　時　3 月 28 日日  午前 10 時～午後 2 時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2 研修室

　『障がい者相談』
　◆日　時　3 月 16 日火  午前 10 時～午後 4 時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2 和室

　◆相談員　NPO 法人「ひびきの会」

※秘密は厳守、相談無料です。

問保健福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

介
護
保
険
の
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
み
な

さ
ん
へ

　

所
得
税
の
確
定
申
告
や
町
県

民
税
の
申
告
に
際
し
、
介
護
保

険
制
度
で
要
介
護
の
認
定
を
受

け
て
い
る
65
歳
以
上
の
み
な
さ

ん
が
税
控
除
を
受
け
る
た
め
の

証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。
必
要

な
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
障
が
い
者
控
除
】

▼
発
行
証
明
書　

障
が
い
者
控

除
対
象
者
認
定
書

▼
対
象
者　

介
護
保
険
法
に
基

づ
く
要
介
護
認
定
を
受
け
た
方

で
、
日
常
生
活
に
支
障
の
あ
る

方
や
疾
病
な
ど
に
よ
り
介
護
が

必
要
な
方
。
な
お
、
身
体
障
が

い
者
・
精
神
障
が
い
者
手
帳
を

持
っ
て
い
る
方
や
以
前
に
証
明

書
の
交
付
を
受
け
た
方
は
申
請

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
持
参
す
る
物　

印
鑑

【
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
】

▼
発
行
証
明
書　

要
介
護
認
定

に
か
か
る
主
治
医
意
見
書
の
確

認
書

▼
対
象
者　

お
む
つ
代
の
医
療

費
控
除
を
受
け
る
の
が
2
年
目

以
降
の
方
で
、
要
介
護
認
定
を

受
け
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
場
合
に
、
主
治
医
意
見

書
の
記
載
を
確
認
し
て
交
付
し

ま
す
。

▼
持
参
す
る
物　

印
鑑

問
保
健
福
祉
課
長
寿
介
護
係

☎
５
８
５
‐
２
１
２
５

西
根
堰
土
地
改
良
区

農
地
異
動
届

　

伊
達
西
根
堰
土
地
改
良
区
費

の
水
利
費
賦
課
は
、
毎
年
4
月

1
日
現
在
の
農
地
面
積
を
基
準

に
算
定
さ
れ
ま
す
。
令
和
３
年

度
の
水
利
費
賦
課
の
基
準
と
な

る
農
地
面
積
な
ど
に
変
更
が
あ

る
場
合
は
、
届
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
届
出
が
必
要
な
場
合

・
農
地
の
売
買
な
ど
に
よ
り
所　

　

有
者
が
変
わ
っ
た
と
き

・
地
区
除
外
を
す
る
と
き

・
経
営
移
譲
や
死
亡
な
ど
で
名

　

義
変
更
を
し
た
と
き

・
農
地
の
賃
借
が
あ
っ
た
と
き

　
（
水
利
費
の
支
払
義
務
者
を

　

  

確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
届
出
期
限　

3
月
19
日
金

▼
届
出
・
問
い
合
わ
せ　

伊
達
西
根
堰
土
地
改
良
区

☎
５
８
２
‐
２
３
１
９

広報くにみ & 町ホームページに
広告を掲載してみませんか ?

広報くにみ
1 枠（縦 45㍉×横 174㍉） 12,000 円 /1 回

半枠（縦 45㍉×横 84㍉） 6,000 円 /1 回

ホームページ
1 枠（トップページ下段） 6,000 円 / 月

問総務課文書広報係　☎ 585-2113

町では、広報くにみや町ホームページに掲載
する有料広告を募集しています。
詳しくは問い合わせください。

ヨコ 174㍉

タ
テ
45
㍉

申込期限（4 月号掲載分）：3 月 10 日水まで

まちの情報ボックス

下水道施設に異物（ゴミ）を
流さないで ー下水道はみんなの公共施設ですー

町内の下水道は、地形的な制約から自然流下が
できない場所があるため、道路内のマンホー

ルにポンプを設置して圧送するマンホールポンプ場
を２か所 ( 山崎字滝山地区、小坂字柿木下地区 ) 設
置しています。

山崎字滝山地区（滝山マンホールポンプ 場）の 　
制御盤とマンホールの内部▶

問上下水道課下水道係　☎ 585-2984

下水道はゴミを流す施設ではありません

「下水道は不特定多数の人が利用するから、何を流しても分からないだろう」という考えは、絶対に持た
ないでください。

　下水道管が詰まったり、マンホールポンプが故障した場合は高い修理代がかかり、結果として利用者みなさ
んの負担が増えることになります。また、下水管を詰まらせた場合、その原因者に修理代などの負担をお願い
することになりますので注意してください。
　下水道はみんなの公共施設です。利用者一人ひとりが、ルールを守って正しく使用してください。

異物が流入してポンプに吸い込まれるとポ
ンプ内で絡まって羽根が回らなくなり、

最悪の場合ポンプが破損してしまう恐れがあり
ます。
　マンホールポンプ場は電話回線などで常時監
視していて、故障が発生すると町や保守点検委
託業者に連絡が入り、現場に向かう体制には
なっていますが、対応には相当の時間がかかり
ます。
　ポンプが故障するとマンホールから汚水があ
ふれ出すとともに、みなさんの家庭の排水設備
( トイレや台所、風呂、洗面など ) に汚水が逆流
してしまう場合もあります。

最近、異物が流入してポンプが停止する事故が発生しています

◀ポンプ内の回転羽根に水に溶けにくい紙やタオル、ボールペ
　ンなどさまざまなものが絡まりポンプが故障し、現地で緊急
　にポンプを引き上げ、分解整備を行った時の様子

まちの情報ボックス
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